
泉南市公告第９号 

 

（仮称）泉南阪南共立火葬場建設事業の総合評価一般競争入札について 

 

 （仮称）泉南阪南共立火葬場建設事業について、次のとおり総合評価一般競争入札を行いま

すので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「令」という。）第 167条の 6第 1

項及び第 167条の 10の 2第 6項の規定に基づき公告します。 

 

平成 28年 4月 11日 

泉南市長 竹中 勇人 

記 

 

１ 入札に関する事項 

(1) 件名  （仮称）泉南阪南共立火葬場建設事業 

(2) 業務内容 

（仮称）泉南阪南共立火葬場（以下「本件施設」という。）の実施設計及び施工（以下総

称して「本業務」という。）を一括して発注する方式を採用して、（仮称）泉南阪南共立火

葬場建設事業（以下「本事業」という。）を実施します。 

(3) 事業方式 

本事業は、選定された事業者が、市と契約を締結し、火葬場の実施設計及び建設業務を遂

行する方式（設計施工一括発注方式）により実施します。 

(4) 事業期間 本契約として効力が生ずる日から平成 30年 9月末まで 

(5) 予定価格   1,670,000,000円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

最低制限価格 事後公表とします。 

(6) 総合評価一般競争入札の方法 

本入札は、令第 167条の 10の 2第 1項及び第 2項の規定に基づき、価格以外の要素と価

格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の一般競争入札により行うもの

です。なお、総合評価に関する手続の詳細事項については、「落札者決定基準」に定めます。 

２ 応募者の備えるべき参加資格要件 

(1) 入札参加者等の構成 

① 入札参加者の定義 

入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）の構成については、次のとおり

とします。 

(ｱ) 入札参加者は、市の求める性能を備えた火葬場を設計もしくは建設することが

できる技術的能力及び実績を有する企業（以下「構成企業」という。）により構成

されるグループ（以下「参加グループ」という。）とします。 



(ｲ) 参加グループは、火葬場の実施設計を行う企業（以下「設計企業」という。）、

火葬場を建設する企業（以下「建設企業」という。）により構成されるものとしま

す。 

② 代表企業の選定 

(ｱ) 参加グループは、構成企業の中から代表企業として、建設企業（後記（２）②

（ｲ）の JV の場合は代表構成員）を定め、入札参加表明時の入札参加資格確認書

類にて明らかにするものとします。 

(ｲ) 代表企業は、本入札への応募手続きや落札者となった場合の契約協議など市と

の調整・協議等における窓口役を担うものとします。 

③ 複数応募の禁止 

参加グループの構成企業及び参加グループの構成企業と資本関係又は人的関係の

ある者（※）は、他の参加グループの構成企業になることはできないものとします。 

（※）資本関係のある者 

以下のいずれかに該当する者。ただし、子会社（会社法第 2 条第 3 号及び会社

法施行規則第 3 条の規定による子会社をいう。以下同じ。）若しくは子会社の一方

が会社更生法第 2 条第 7 項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は

民事再生法第 2 条第 4 号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合は除く。 

(ｱ) 親会社（会社法第 2 条第 4 号及び会社法施行規則第 3 条の規定による親会社を

いう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合。 

(ｲ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 

（※）人的関係のある者 

以下のいずれかに該当する者。ただし、(ｳ)については、会社の一方が更生会社

又は民事再生法第 2 条第 4 号に規定する再生手続きが存続中の会社であり、かつ、

国土交通省の入札参加資格認定を受けていない場合は除く。 

(ｳ) 一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が、他

方の会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合。 

(ｴ) 一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は

民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。 

④ その他 

(ｱ) 構成企業から業務を直接受託する者を協力企業とします。 

(2) 入札参加者の参加資格要件 

① 構成企業の共通資格要件 

参加グループのすべての構成企業は、次のいずれにも該当しない者とします。 

(ｱ) 泉南市建設工事等指名停止要綱又は阪南市入札参加停止要綱に基づく指名停止

の措置を受けている者。 

(ｲ) 泉南市暴力団等排除措置要綱又は阪南市公共工事等暴力団排除措置要綱に基づ



く入札参加除外の措置を受けている者。 

(ｳ) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当する者。

又はその者を代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用する者。 

(ｴ) 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 26 条第 2 項の規定による事務所の閉鎖

命令を受けている者。 

(ｵ) 本事業に係るアドバイザリー業務に関与した者及びこれらのいずれかと資本関

係又は人的関係のある者（「２(1)③複数応募の禁止」を参照）。 

(ｶ) 審査委員会（「５落札者の決定方法」で規定）の委員が属する法人又はその法人

と資本関係又は人的関係のある者（「２(1)③複数応募の禁止」を参照）。 

(ｷ) 次のいずれかに該当する者 

a 次のいずれかに該当する破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない法人又

は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人。 

(a) 旧会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号）第 30 条第 1 項若しくは第 2 項又

は会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第 1 項若しくは第 2 項の

規定に基づき更生手続き開始の申立てをしている者又は申立てをなされて

いる者。ただし、国土交通省の入札参加資格認定を受けている者を除く。 

(b) 民事再生法（平成 12 年法律第 225 号）第 21 条第 1 項又は第 2 項の規定に

基づき再生手続き開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者。

ただし、国土交通省の入札参加資格認定を受けている者を除く。 

(c) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 17 年法律第 87

号）第 64 条による改正前の商法（明治 32 年法律第 48 号）第 381 条第 1 項

の規定による会社整理の開始の申立て又は同条第 2 項の規定による通告がな

されている者。 

(d) 旧破産法（大正 11 年法律第 71 号）又は破産法（平成 16 年法律第 75 号）

に基づき破産の申立て、又は旧和議法（大正 11 年法律第 72 号）に基づき和

議開始の申立てがなされている者。 

b 役員のうち次のいずれかに該当する者がある法人。 

(a) 成年後見人若しくは被補佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われ

ている者。 

(b) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同

様に取り扱われている者。 

(c) 禁固以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む）に処せられ、

その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して 5 年

を経過しない者。 

(d) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）

第 2 条第 6 号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経



過しない者。 

(e) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人

が上記のいずれかに該当する者。 

c 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2

条第 6 号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しな

い者がその事業活動を支配する法人。 

d その者の親会社等が a から c までのいずれかに該当する法人。 

② 構成企業の個別参加資格要件 

参加グループの各構成企業は、入札参加資格の審査申請の日において、それぞれ

次に掲げる要件をすべて備えていることとします。 

 (ｱ) 設計企業 

設計企業は、次の要件をすべて満たしていることとします。なお、複数の者が

業務を分担する場合は、統括する設計企業をおくものとし、統括する設計企業は

以下に示す a～d の要件のすべてを満たし、その他の設計企業は少なくとも a～c

を満たしていること。 

a 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条第 1 項又は第 3 項の規定に基づ

く一級建築士事務所として登録されていること。 

b 泉南市入札参加資格もしくは、阪南市入札参加資格を有していること。 

c 延べ床面積 2,000 ㎡以上の公共工事（以下「参加資格要件工事」という。）の実

施設計の実績を有していること。なお、当該実績は、入札公告日から起算して

過去 10 年間に竣工したものに限る。 

d 設計企業と入札参加表明書の受付日から起算して過去 3か月以上の直接的かつ

恒常的な雇用関係がある一級建築士である管理技術者（設計業務の技術上の管

理等を行う者をいう。）を配置できること。 

 (ｲ) 建設企業 

建設企業は、単体もしくは、次の a の要件を満たす特定建設工事共同企業体（以

下「JV」という。）とします。単体の建設企業または、JV の構成員は、次の b か

ら f の要件をすべて満たしていること。なお、ｆの要件については、JV の構成員

のうち 1 社が満たすことで可とし、また、JV の構成員で、建設業法第 3 条第 1

項の営業所のうち泉南市内もしくは阪南市内に本店を有する者（公告日において

泉南市内もしくは阪南市内に本店を有しない者を除く。以下「市内建設業者」と

いう。）にあっては、e の要件を除くものとします。 

a  JV を結成する場合は、共同施工方式（以下「甲型 JV」という。）によるも

のとし、次の要件をすべて満たしていること。 

(a) JV には、市内建設業者が構成員として 1 者以上含まれること。 

(b) JV の代表構成員は出資比率が構成員中最大である者であって、単独の企業



であること。 

(c) JV の構成員数は 2 者又は 3 者であること。 

(d) 1 構成員当たりの出資比率は、構成員数が 2 者の場合は 30％以上、3 者の

場合は 20％以上であること。 

※甲型 JV の詳細については国土交通省ホームページ 

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000101.html 参照のこ

と。 

b 泉南市入札参加資格もしくは、阪南市入札参加資格を有していること。 

c 特定建設業の許可を得ていること。 

d ｢建築一式工事｣について、公告日における建設業法第 27 条の 23 の規定する経

営事項審査の結果による総合評定値が、1,500 点以上の者であること。なお、

市内建設業者が 1,500 点以上の者と共に組成する JV の構成員となる場合にお

いては、800 点以上の者であること。 

e 参加資格要件工事の施工の実績を有していること。なお、当該実績は、入札公

告日から起算して過去 10 年間に竣工したもので、元請負人として受注し、かつ

一つの契約によりなされたものであること。なお、JV として有する工事実績に

ついては、以下の条件を満たす場合に限るものとします。 

・2 者の場合、出資比率 30％以上。 

・3 者の場合、出資比率 20％以上。 

f 次の要件をすべて満たす建設業法第26条第2項の規定による監理技術者を専任

かつ常駐で配置できること。 

(a) 一級建築施工管理技士若しくは一級建築士の資格を有する者又は建設業法

第 15 条第 2 号ハの規定による認定を受けた者であること。 

(b) 建設業法第 27 条の 18 第 1 項の規定による建築工事業に係る監理技術者資

格者証を有し、建設業法第 26 条第 4 項に規定する監理技術者講習修了証を

有している者で、入札参加表明書の受付日から起算して過去 6 か月以上の直

接的かつ恒常的な雇用関係があること。 

３ 入札手続等 

(1) 担当部局 

大阪府泉南市樽井一丁目 1番 1号 

泉南市 市民生活環境部 環境整備課 

TEL 072-483-9871 

FAX 072-483-0206 

電子メールアドレス： kankyou@city.sennan.lg.jp 

(2) 入札の参加に必要な書類の公表及び交付 

入札の参加に必要な書類は、本市ホームページ



（http://www.city.sennan.lg.jp/kakuka/shiminseikatu/kankyoseibika/kankyoseibikaka

ri/kasoujou/index.html）より、ダウンロードして下さい。 

 

(3) 入札説明書等に関する質問の受付 

入札説明書等に記載の内容に関する質問の受付を次の要領で行います。 

ア 提出期間  

平成 28 年 4 月 11 日（月）の午前 10 時から 4 月 15 日（金）の午後 5 時必着 

イ 受付方法 

質問の内容を簡潔にまとめ、「入札説明書等質問書提出届」及び各「入札説明書等質問

書」に記入の上、電子メールでのファイル添付にて提出してください。 

ウ 回答・公表 

入札説明書等に関する質問に対する回答・公表を次の要領で行います。 

公表予定日 平成 28 年 4 月 22 日（金） 

原則、市のホームページ上で公表します。 

(4) 参加表明書、参加資格審査申請書類等の受付、場所及び方法 

ア 提出日時  

平成 28 年 4 月 25 日（月）の午後 1 時から平成 28 年 4 月 26 日（火）午後 5 時まで 

イ 提出場所 

大阪府泉南市樽井一丁目 1番 1号 泉南市 市民生活環境部 環境整備課 

ウ 提出方法 

代表企業が持参により提出してください。 

(5) 基本設計書に関する質問の受付 

ア 提出日時  

平成 28 年 4 月 27 日（水）の午前 10 時から平成 28 年 5 月 2 日（月）午後 5 時必着 

イ 受付方法 

質問の内容を簡潔にまとめ、「基本設計書質問書提出届」及び各「基本設計書質問書」

に記入の上、電子メールでのファイル添付にて提出してください。 

ウ 回答・公表 

原則として、質問受付後 7 開庁日以内に、「基本設計書質問書提出届」に記載した提

出者の電子メールアドレスへ個別に送信することにより回答を行います。 

(6) 入札書類（提案書を含む。）の受付、場所及び方法 

ア 入札日時  

平成 28 年 6 月 10 日（金）午前 9 時 30 分～午前 12 時 

イ 入札場所  

大阪府泉南市樽井一丁目 1 番 1 号 泉南市市民生活環境部 環境整備課 

ウ 入札方法  



代表企業が持参することにより提出してください。 

エ 提出書類  

入札説明書を参照してください。 

(7) 開札  

ア 開札日時  

平成 28 年 6 月 10 日（木）午後 3 時 

イ 開札場所  

大阪府泉南市樽井一丁目 1 番 1 号 泉南市役所 別館 1 階 会議室 1 

ウ 開札方法  

開札には、入札参加者の立会い（入室は 1入札参加者につき 2名まで）が可能なもの

とし、立会を希望する入札参加者は、開札時間の 10分前までに、開札会場に集合して下

さい。 

(8) 入札保証金  

入札予定価格の 100 分の 3 に相当する額以上とします。ただし、泉南市財務規則第 111

条に該当するときは、入札保証金の納付は免除となります 

 

(9) 入札にあたっての留意事項 

ア 本件入札説明書の承諾 

応募者は、本件入札説明書の記載内容を承諾の上、入札すること。 

イ 費用負担等 

入札書類等の作成及び提出等本件入札に関し必要な費用は、すべて応募者の負担とし

ます。 

ウ 公正な入札の確保 

応募者は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（昭和 22 年法律第 54

号）に抵触する行為を行ってはなりません。また、公正に入札を執行できないと認めら

れる場合又はその恐れがある場合は、当該応募者を参加させず、又は入札の執行を延期

し、若しくは取り止めることがあります。 

なお、後日、不正な行為が判明した場合には、契約の解除等の措置をとることがあり

ます。 

エ 入札の中止・延期 

入札が公正に執行することができないと認められるとき、又は災害その他やむを得な

い理由がある場合には、入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがあります。 

オ 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は無効となります。 

(ｱ) 入札参加資格がない者のした入札 

(ｲ) 委任状を持参しない代理人のした入札 



(ｳ) 代表企業以外の者のした入札 

(ｴ) 入札書類等に虚偽の記載をした者の入札 

(ｵ) 記名押印を欠く入札 

(ｶ) 誤字、脱字等により意思表示が不明確な入札 

(ｷ) 応募者及びその代理人のした 2 以上の入札 

(ｸ) 所定の日時又は場所に提出しない入札 

(ｹ) その他入札に関する条件に違反した入札 

(10) 本件事業に関する提案内容を記載した提案書（事業提案）の取扱い 

ア 著作権 

本事業に関する事業提案の著作権は入札参加者に帰属します。ただし、事業者の選定

に関する情報の公表時及びその他市が必要と認める時には、市は事業提案の全部又は一

部を使用できるものとします。 

イ 特許権等 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づい

て保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法等を使用

した結果生じた責任は、原則として提案を行った入札参加者が負うものとします。 

ウ 市からの提示資料の取扱い 

市が提供する資料は、本件入札に係る検討以外の目的で使用することはできません。 

エ 入札書類等の変更禁止 

入札書類等の変更はできない。ただし、事業提案における誤字等の修正についてはこ

の限りではありません。 

オ 使用言語、単位及び時刻 

本件入札に関して使用する言語は日本語、単位は計量法に定めるもの、通貨は円、時

刻は日本標準時とします。 

４ 落札者の審査方法 

落札者の審査は、市が参加資格を有すると認めた者について、落札者決定基準に基づき行い、

提出された書類及びプレゼンテーションにより審査します。 

５ 落札者の決定基準 

別に公表する落札者決定基準に基づき、(仮）泉南阪南共立火葬場建設事業審査委員会が入

札書類及び事業提案により審査します。市は審査結果を踏まえ落札者を決定します。 

６ 落札者の公表 

入札結果は、平成 28年 6月中旬に応募者の代表企業に文書で通知し、併せて落札結果を泉南市

のホームページ上で公表する予定です。なお、電話等による問合せには応じません。 

７ 契約の締結 

(1) 契約書の作成を要します。 

(2) 本事業は、市議会の議決に付さなければならない事業であるため、先ず仮契約を締結し、



議会の議決を得た後に当該仮契約をもって本契約とします。 

(3) 落札者として確認され、仮契約を締結した後であっても、本契約としての効力が生じる

までの間に契約を締結することが適切でない事情が生じたときは、仮契約を解除します。 

８ 契約保証金等 

事業者は、契約金額の 100分の 10以上の額の契約保証金を事業契約と同時に納付しなけれ

ばなりません。 

９ 支払い方法等 

契約書（案）に記載します。 

１０ その他 

(1) 契約締結に至らなかった場合 

落札者となった入札参加者との契約締結に至らなかった場合は、市は審査結果において、

落札者に次いで総合評点が高かった入札参加者と随意契約の交渉を行うことが出来るもの

とします。 

１１ 問い合わせ先 

大阪府泉南市樽井一丁目 1番 1号 

泉南市 市民生活環境部 環境整備課 

TEL 072-483-9871 

FAX 072-483-0206 

電子メールアドレス： kankyou@city.sennan.lg.jp 

 


